
「概算払請求」 に係る FAQ 

 

１．「支払請求書（概算払請求書）」の提出について 

 

Q１：概算払の案内に「PMS の利用申請と支払口座登録申請が完了していれば、（支払

請求書を）作成することが可能」と記載がありますが、①利用申請、②支払口座登

録申請が完了しているか、どの様に確認可能でしょうか？ 

 

A１：①契約等事務管理者（業務管理者または主任研究者）の方が、PMSにログイン可能

で、かつ、トップページに対象の契約管理（事業）番号が表示されていれば、利用

申請は完了しています。 

  ②支払口座登録申請をシステム上で行っていれば、文書一覧に当該文書が掲載さ

れていること、またそのステータスが｢承認済｣になっているか否かで判断できます。 

  

Q２：システムの概算払の支払請求書フォームに「ファイル添付」する場所があります。 

請求にあたりファイルを添付する必要がありますでしょうか？ 

 

A２：添付ファイルは必須ではございませんが、プロジェクト担当者から添付ファイルに関

する連絡を受けた場合は、ご使用ください。 

 

Q３：概算払の支払請求書を提出する際、「振込指定口座が登録されていません。振込

指定口座番号登録申請を行ってください。」という表記が出て、処理を完了できませ

ん。 

 

A３：文書一覧から、当該文書と、そのステータスが｢承認済み｣になっているかを確認くだ

さい。文書一覧に当該文書がない場合は、「振込指定口座番号登録申請書」が未作

成です。また、ステータスが｢承認済み｣になっていない場合は、当該文書が未提出

か、NEDO内手続き中のためとなります。 

 

Q4:実施計画書（交付申請書）の PMSへの登録が完了していませんが、支払請求書はど

のように提出すれば良いでしょうか？ 

 

A４：実施計画書（交付申請書）の登録が完了していなくとも、支払請求書の作成・提出 

が可能ですので、別途配布している「ＰＭＳシステム操作マニュアル（第４章契約期

間中に実施すること ２．概算・精算払を請求する）」をご参照のうえ、期日までにご

提出ください。 



 

Q５：支払請求書（概算払）の「入力完了」ボタンを押下した後に、編集モードで修正するこ

とは可能でしょうか？ 

（請求書に押印が不要であっても、請求書の提出に内部決裁が必要なため、事前に

支払請求書の印刷が必要です。） 

 

A５：「入力完了」ボタン押下後も、編集モードにて修正可能です。 

ただし、「届出」を押下して、NEDO で「受領」されると修正できなくなります。この際、

NEDO側で受領されると「取下」ボタンが表示から消えます。 

「届出」押下後でも「取下」ボタンが有効である場合は、「取下」ボタンを押下すること

で、NEDOへの「届出」を取り下げ、事業者様で再修正が可能です。 

NEDO が受領後に修正を希望する場合は、NEDO のプロジェクト担当者に、「受領取

消」を依頼して下さい。「受領取消」により、届出していた支払請求書は「無効」になり

ますので、改めて正しい支払請求書の作成と提出をお願いします。 

 

Q６：昨年度に終了した事業について、未払分を請求する場合、「精算払請求書」はＰＭＳ

より作成及び提出できますか？  

 

A６：現状、委託事業においては、事業終了の次年度になると前年度に対しての精算払

請求書の作成・受理に制限があるため、事業終了の次年度に精算払を行う場合は、

ＰＭＳ利用の可否によらず、NEDO-HP より「精算払請求書」の様式をダウンロードして

作成し、メール等で提出してください。終了年度中に精算払い請求書を作成する場合

は、PMS での作成・提出が可能です。（例：３月末終了事業において確定検査を次年

度実施する場合、精算払請求書は PMS ではなくダウンロードした様式より作成し、提

出いただきます） 

 

※助成事業の「精算払請求書」においては、請求時期にかかわらず、PMS での提出が

可能です。 

 

 

  



 

２．口座登録について 

 

Q７：既に別の事業で口座を登録していますが、新たに採択された事業や概算払実績が

ないプロジェクトについては、契約または交付ごとに振込指定口座番号登録申請書を

その都度提出しなければならないのでしょうか？ 

 

A７：支払いや予算状況の管理は契約・交付毎に行いますので、振込指定口座番号登録

申請書による口座の登録は、契約・交付毎に提出をお願いしております。 

なお、口座登録の手順は、別途配布している「PMS システム操作マニュアル（第３章

事業開始時に実施すること ６．口座を登録する）」をご参照ください。 

 

 

Q８：支払口座登録申請で、口座名義（カナ）の部分の入力を行うと「入力された口座名義

（カナ）に全銀テレ為替文字
．．．．．．．．

以外の文字が含まれています。」との表記が出てしまい

登録することができません。 

 

A８：口座名義（カナ）には、小文字のカナ文字や一部の記号が使用できません。 

使用できない文字のことを、「全銀テレ為替文字以外」と表記しております。 

使用できない「小文字のカナ文字や一部の記号」につきましては、小文字「ｧ～ｫ」「ｬ

～ｮ」「ｯ」、「―（全角ハイフン）」、「〔 〕、｛ ｝の類」、「「、」（句点）、「。」（読点）、「・」（中

点）の類」がございます。 

該当する文字を、以下に示した代替使用文字にて入力してください。 

 

・小文字「ｧ～ｫ」「ｬ～ｮ」「ｯ」は、「ｱ～ｵ」「ﾔ～ﾖ」「ﾂ」の代替使用文字にて入力してくだ

さい。 

・「―（[全]ハイフン）」は「ー（長音）」の代替使用文字にて入力してください。 

・「〔 〕、｛ ｝の類」は、「（ ）小かっこ）」の代替使用文字にて入力してください。 

・「「、」（句点）、「。」（読点）、「・」（中点）の類」は、「「. 」（ピリオド）」の代替使用文字

にて入力してください。 

また、口座名義フリガナは全角にて記載をお願い致します。 

 

 

Q９：「支払口座登録申請」を行った時、申請通知は NEDOの誰宛に送付されますか？ 

 

A９：契約（事業）毎の担当者（プロジェクト担当者）に送付されます。 


